
重点パトロール期間平成29年６⽉〜８⽉
各現場において、下記の重点事項について取り組みを⾏ってください。
確実に実施したかを確認し、□にチェックを入れましょう！

厚⽣労働省・⿃取労働局 倉吉労働基準監督署

労働災害発生状況(１月～５月速報値)
鳥取労働局内の労働災害による死傷者数
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鳥取県内の建設業における労働災害の死傷者数
は、平成29年５月末現在で45人に上り、前年
同期の18人と比較して27人、150％増加、中
でも墜落・転落災害は23人に及び、前年同期に
比べて20⼈増加し、本年１⽉、５⽉には死亡災
害も発生しています。

□ 経営トップまたは事業場トップの職場パトロール等の実施
□ 元方事業者による安全衛生管理と関係請負人に対する指導の徹底
□ ヒヤリハット対策等の日常的な安全活動の充実・活性化
□ リスクアセスメントの実施
□ 足場からの墜落防止措置や手すり先行工法等「より安全な措置」の実施
□ 高所作業中の安全帯の使用の徹底など墜落・転落防止措置の徹底
□ 「建設機械等」の検査、点検整備及び安全な作業方法の徹底、誘導員の配置
□ 熱中症予防対策の徹底
□ 職長、安全衛生責任者及び労働者に対する安全教育の徹底
□ 危険作業従事者に対する安全教育の実施や能力向上教育の実施

県内で労働災害増加

倉吉監督署管内では墜落・転落災害増加

倉吉労働基準監督署管内では、平成29年５月末
現在で、建設業の死傷者数は13⼈で前年同期の
４人と比較して９人、225％も増加しており、
その中でも昨年同期には０⼈であった事故の型
「墜落・転落災害」で、６⼈が被災していること
が大きな特徴となっています。

重点的な取り組みのお願い

（H29.６）




